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全国に占める割合 全国に占める割合

74,081,777 58.0% 42,300,133 33.1% 127,771,000

うち２０～３９歳全人口 22,983,052 68.0% 12,440,022 36.8% 33,823,000

37,653,244 57.5% 21,520,308 32.9% 65,461,000

うち２０～３９歳女性人口 11,285,776 65.6% 6,118,221 35.6% 17,193,000

０歳 53,395 60.5% 32,719 37.1% 88,189

１歳 138,950 53.9% 77,207 30.0% 257,757

２歳 170,286 51.5% 93,297 28.2% 330,644

３歳未満児 362,631 53.6% 203,223 30.0% 676,590

全年齢児 991,395 49.0% 532,073 26.3% 2,022,173

19,550 100.0% 14,784 75.6% 19,550

9,453 41.6% 4,952 21.8% 22,720

　 うち社会福祉法人営 4,722 46.7% 2,509 24.8% 10,117

　 うち営利法人営 110 - 86 - -

6,240 86.1% 3,623 50.0% 7,249

※１　「全人口」「女性人口」のうち、「全国」の数値は総務省「人口推計年報」（H19.10.1）。

※２　「全人口」「女性人口」のうち※１以外、「利用児童数」及び「待機児童数」は厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課調べ（原則H20.4.1）。

※３　「全人口」「女性人口」のうち「３７０市区町村」「８４市区町村」それぞれの内数である２０～３９歳人口には、広島県府中市、庄原市及び安芸高田市の数値は集計中のため含んでいない。

※４　「認可保育所数」のうち、「３７０市区町村」及び「８４市区町村」は厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課調べ(原則H18.10.1)。

※５　「認可保育所数」のうち、「全国」は厚生労働省統計情報部「社会福祉施設等調査」（H18.10.1）。

※６　「認可外保育施設数」は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課調べ（原則H19.3.31）。

全人口

待機児童数

認可保育所数

認可外保育施設数

利用児童数
（認可保育所）

女性人口

全国

３７０市区町村
（待機児童が1名以上）

８４市区町村
（待機児童が５０名以上）

保育所待機児童のいる市区町村の出産・育児期の女性人口等

全国の出産・育児期の女性の３分の２は、待機児童のいる市区町村に居住している。
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0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65歳以上

（％）
その他

契約社員・嘱託

労働者派遣事業所の派遣社員

アルバイト

パート

正規の職員・従業員

出典：総務省統計局「平成１９年労働力調査」（詳細結果）

女性の年齢別にみた雇用形態

女性の年齢別にみた働き方
○ 女性の就業率自体は、25～29歳層をピークに、出産を契機とした退職等によって30~39歳層で下がり、

その後、40～49歳層まで緩やかに上昇（M字カーブ）。
○ ただし、雇用形態としては、20～29歳層は正規職員が主であるが、30歳以降、正規職員の割合は下がり

続け、パートが増加。
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子の年齢別にみた、子を持つ母親として望ましい働き方（従業員調査）

 

7.0

14.8

39.7

57.8

76.5

8.6

16.2

30.6

43.8

51.4

48.4

35.7

18.5

16.2

30.7

41.0

37.2

25.7

7.7

5.9

9.5

7.5

5.3

45.7

31.4

14.5

42.4

34.4

25.0

11.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A １歳まで

B １歳半まで

C ３歳まで

D 小学校就学前まで

E 小学校３年生まで

F 小学校卒業まで

G 中学校卒業まで

H 高校卒業まで

I 短大・大学以上

残業のある働き方 残業のない働き方 短時間勤務
在宅勤務（部分在宅も含む） 育児休業 子育てに専念
無回答

全体

n=1553

注：図表を見やすくするために、５．０％未満はデータを表示していない。

出典：ニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」（平成２０年）

○ 育児期の母親が希望する働き方を見ると、１歳～小学校就学までは「短時間勤務」を希望する人が最も多く、
次いで「残業のない働き方」となっている。

育児期の母親が希望する働き方（短時間勤務・残業免除）
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女性の夜間の就労と受け皿の状況
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夜間保育所

0.6%2.9%

うち交代制勤務でない者うち交代制勤務者
3.6%

女性労働者に占める深夜業従事者の割合

夜間保育所数とベビーホテル数の推移

（箇所数）

○ 深夜（22時～5時）に就労する女性は少数であるが、交代制勤務者を中心に約４％存在する。
○ 受け皿となる夜間保育所の整備は十分進んでいない一方、認可外のベビーホテルは増加傾向にあり、

主に夜間保育されている子どもがベビーホテル入所児童の２割を占めている。

（３０，６４０）（７４５）（２３，７２１）（５，７３４）（４４０）（前年児童数）

２９，５４８（１００%）６６８（２%）２２，２８５（７５%６，３３８（２１%）２５７（１%）児童数（割合）

入所児童総数
保育時間帯が

不明な者
主に昼間に保育

されている者
主に夜間に保育

されている者
２４時間保育

されている者
区分

ベビーホテルの保育時間帯別入所児童数

（資料）平成13年女性雇用管理基本調査

（資料）保育課調べ
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核家族世帯の増加（家庭環境の変化）核家族世帯の増加（家庭環境の変化）

○ 児童のいる世帯に占める核家族世帯の割合が増える一方、子育て経験を持つ祖父祖母と共に
暮らす三世代世帯の割合が減少している。

（資料出所）国民生活基礎調査

69.4%
70.5%

71.2%

75.6%

65%

70%

75%

80%

平成3年 平成8年 平成13年 平成18年

26.1%

24.7%

21.3%

27.2%

15%

20%

25%

30%

平成3年 平成8年 平成13年 平成18年

児童のいる世帯に占める核家族世帯の割合 児童のいる世帯に占める三世代世帯の割合
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ひとり親家庭の増加（家庭環境の変化）ひとり親家庭の増加（家庭環境の変化）

ひとり親世帯数の推移

（資料出所） 国勢調査

世帯数

617,712

713,277

841,333

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

850,000

900,000

平成７年 平成12年 平成17年

○ 近年の離婚数の増などに伴い、ひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）は、ここ１０年で４割近く大幅に増
加している。

（資料出所）平成19年人口動態統計

離婚件数及び離婚率の推移
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83.1%

保育所が取り組む家庭への支援保育所が取り組む家庭への支援

保育所における育児相談の実施の有無

○○ 育児相談ありと答えた保育所は全体の約育児相談ありと答えた保育所は全体の約8383％である。％である。

○○ そのうち、約そのうち、約92.1%92.1%が面接相談、約が面接相談、約89.9%89.9%が電話相談、が電話相談、
約約17.7%17.7%が育児学級の開催を行っている。が育児学級の開催を行っている。

（資料出所）平成18年社会福祉施設等調査報告

（資料出所）全国の保育所実態調査（平成20年・全保協調査）

生活面、精神面での支援の必要な家庭の状況

○○ 生活面、精神面での支援の必要な家庭の有無について生活面、精神面での支援の必要な家庭の有無について
は、６割近くの保育所が「いる」と答えている。は、６割近くの保育所が「いる」と答えている。

○○ 「いる」と答えた保育所において、その支援の必要な「いる」と答えた保育所において、その支援の必要な
家庭の数を見ると、平均家庭の数を見ると、平均3.63.6ケースと答えている。ケースと答えている。
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障害児保育の実施状況推移

4,381
4,825 4,843

5,452
5,675 5,904

6,249 6,369
6,722

7,102 7,200 6,995 7,130 7,120

10,74910,67010,60210,42810,492
10,188

9,6749,537

8,727
8,365

7,961
7,270

6,973

6,373

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

か所数

児童数

保育所における障害児の増加保育所における障害児の増加

（資料出所）厚生労働省保育課調べ

○ 保育所において、発達障害児をはじめとした障害児の数が増えつつある。
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子育ての孤立感
○ 子育てに関する孤立感を感じる母親の割合は高い（特に専業主婦）。
○ 孤立感を解消するために求められているのは、「育児から解放されて気分転換する時間」、「話せる相手」

「相談できる相手」、「バートナーの子育ての関わり」等が上位を占めている。

(資料）平成１８年度 子育てに関する意識調査報告書
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子育ての負担感

29.1%

45.3%

43.4%

31.8%

27.5%

22.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

共働き

片親のみ就労等

負担感大 負担感中 負担感小

女性の子育ての負担感

（資料）(財)こども未来財団「平成１２年度子育てに関する

意識調査事業調査報告書」（平成１３年３月）

○ 専業主婦家庭の方が、子育ての負担が大きいと感じる者の割合が高い。
○ 負担感の内容を見ると、「自由な時間が持てない」「身体の疲れ」「気が休まらない」が上位を占める。
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現行の認可保育所のサービス提供の仕組み

（現行の認可保育所の利用方式）
○ 現行制度における認可保育所の利用方式は、
① 保護者が、市町村へ入所希望保育所等を記載の上、申込みを行い、
② 市町村において、対象児童が「保育に欠ける」か否かを判断した上で、保護者の入所希望を踏まえ、
市町村が保育所を決定する仕組み。

（市町村に対する保育の実施義務）
○ このような仕組みは、現行制度が、市町村に対して、認可保育所において保育する義務（保育の実施義務）

を課しており、この市町村による保育の実施義務の履行（公立保育所において自ら実施するか、私立保育所へ委託）を通じて、
保護者に認可保育所が利用される仕組みであることと密接に関連。

（※市町村は、自ら（公立保育所）による保育の実施費用を負担、又は、委託費（私立保育所）を支払い。）

市町村

利用者 保育所（認可保育所）

④ 市町村の保育の実施義務を委
託（※公立保育所の場合、自ら実
施）

⑦ 委託（※公立は実施）費用（保
育所運営費）を支払い

① 市町村へ、入所希望 保育所
等を記載の上、申込み

⑥ 保育料の支払い

⑤ サービス提供

契
約

関
係

② 申込み児童について、「保
育に欠ける」か否かを認定

③ 保護者の入所希望先保
育所が受入枠を超える場合
は、公正な方法で選考し、入
所先を決定

契
約

関
係

認可・指導監督等（都道府県）



24

《参考》

◎ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）（抜粋）

第二十四条 市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護

すべき乳児、幼児又は第三十九条第二項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込

みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。ただし、付近に保育所がない等やむを

得ない事由があるときは、その他の適切な保護をしなければならない。

２ 前項に規定する児童について保育所における保育を行うこと（以下「保育の実施」という。）を希望する保護者

は、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する保育所その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書

を市町村に提出しなければならない。この場合において、保育所は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護

者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。

３ 市町村は、一の保育所について、当該保育所への入所を希望する旨を記載した前項の申込書に係る児童のすべて

が入所する場合には当該保育所における適切な保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合に

おいては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。

４・５ （略）

（保育の実施義務の例外）
○ また、現行制度における市町村の保育の実施義務には、「付近に保育所がない等やむを得ない事由があるとき

は、その他の適切な保護をしなければならない」とする例外が設けられている。
※ 「やむを得ない事由」･･･地域の保育所（認可保育所）全体を通じて受入れ能力がない場合を含む
※ 「その他適切な保護」・・・家庭的保育のほか、認可外保育施設のあっせんも含む
※ なお、市町村の保育の実施に要する費用は、公立保育所については一般財源化（市町村の地方交付税等の一般財源により負担）されているが、
私立保育所については負担金（国及び都道府県が一定割合を義務的に負担する仕組み）となっており、市町村に対する保育の実施義務とその財源
確保は切り離すことのできない関係にあることに留意。

（認可の裁量性）
○ さらに、市町村の保育の実施義務を履行する受け皿となる保育所の認可制度には、認可権者である都道府県

に、 既存事業者の分布状況等を勘案した上で設置が必要かどうかを判断する裁量が比較的広く認められてい
る。（→※次回の検討課題）
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他の社会保障制度（医療・介護・障害）による
サービス提供の仕組み

（給付の必要性・量の判断・それに応じた受給権）
○ 他の社会保障制度（医療・介護・障害）においては、
・ 診察に当たる医師又は行政（市町村）が給付の必要性・量の判断を行い、
・ 利用者は、当該判断の範囲内におけるサービス利用について、保険者又は行政（市町村）から給付を
受ける権利を有しており、基準を満たした保険医療機関又は指定事業者からサービス提供を受ける

仕組みとなっている。

（公定価格）
○ なお、サービス費用については、公定価格となっており、保険者・市町村による給付は、（利用者に代理して）保

険医療機関又は指定事業者が請求・受領する形式。

保険者・市町村

利用者
保険医療機関

又は指定事業者

① 給付の必要
性・量に係る認
定申請

③ サービス提供

（公定価格）

契約関係

② 認定

→サービス費の
受給権

⑥ 診療の委託・報酬
の支払い（医療）

又は

事業者が利用者に代
理して受領（介護・障
害）

⑤ 報酬の請求(介
護・障害の場合、
利用者に代理し
て請求)

④ 利用者負担の支払い（費用の一定割合）

都道府県等による指定・指導監督や事
業計画による基盤整備 等

(※介護・障害のみ)
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規制を極力少なくしたサービス提供の仕組みの例

○ 規制の極めて少ないサービス提供の仕組みの例としては、例えば、以下のような方式が考えられる。
① 利用者は、市町村へサービスの希望を申請
② 市町村は、サービスの必要度に応じ給付（利用券又は現金）
③ 事業者は価格を自由に設定し、サービス提供。

（※利用券が充当可能な事業所については、限定しない方法も、一定の基準を満たした指定事業者のみとする方法も、いずれも考えられ
る。）

④ 利用者は、選択した事業者に対し、利用券等に自らの負担を上乗せし、利用料を支払い。

市町村

利用者 事業者

① 市町村へ、サービスの
希望を申請

② サービスの必
要度に応じた利
用券等を給付

③ サービス提供

（利用料は自由価格）

契約関係

④ 利用料の支払い

（利用券等＋自己負担）

⑤ 換金請求（利用券の場合）

⑥ 支払い（利用券の場合）
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（参考）サービス提供の仕組みの比較

･個人にサービスの必要度に応
じた一定額の受給権

･市町村にサービスの必要度に
応じた一定額の給付義務

･個人に(2)の判断の範囲内の

サービス費用の受給権

･保険者又は市町村にサービス
費の給付義務

市町村に対する保育の実施義務

（※地域の保育所の受入能力が
ない等やむを得ない場合は、
「その他適切な保護」で足りる
とする例外有り）

(1) サービス・給

付の保障

・基準を満たした指定事業者
の中から選択、又は、市中の
提供者から自由に選択

・利用者が事業者と契約

・基準を満たした保険医療機関
又は指定事業者の中から選択

・利用者が指定事業者と契約

・基準を満たした認可保育所の
中から選択（※定員を超える
場合は市町村が公平な方法で
選考。）

・利用者が市町村へ、入所希望
保育所を記載の上申込み

(3) サービス選

択・利用方法

（契約関係）

市町村において、サービスの
必要度を判断。

診察に当たる医師又は行政（市
町村）が給付の必要性・給付量
又は上限量を判断

市町村において「保育に欠け
る」か否か、及び、優先度につ
いて判断。

（※受入保育所の決定と一体的
に実施。）

(2) 給付の必要

性・量の判断

（参考２）

極力規制をなくした

サービス提供の

仕組みの例

（参考１）

他の社会保障制度

（医療・介護・障害）による

サービス提供の仕組み

現行の認可保育所の

サービス提供の仕組み
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･利用者に一定額の利用券又は
現金を給付。

･（利用券の場合）事業者が市
町村に換金請求・受領。

･保険者による現物給付

又は

市町村が利用者に費用の一定割
合を給付。

（※実際の資金の流れとしては、保
険医療機関又は指定事業者が（利用
者に代理して）保険者（市町村）に
請求・受領。（代理受領））

･市町村が保育所へ、委託費
（運営費）を支払い。

(5) 給付方法

（補助方式）

･事業者が利用者から自由に設
定したサービス価格から、利
用券支給額（定額）を控除し
た額を徴収

（→※利用者負担が増大し、所得に
よって利用機会が十分保障されない
可能性）

･保険医療機関又は指定事業者
に利用者がサービス費用の一定
割合を支払い

（※所得に応じた負担の上限有
り。）

･市町村が保護者から所得に応
じた利用料を徴収

(6) 利用者負担

自由価格

（※事業者が自由に設定）

公定価格

（※国が診療行為やサービス毎
等に応じた費用額を定めてい
る。）

公定価格

（※国が地域等に応じ市町村へ
交付する「保育所運営費負担
金」を定めている。）

(4) サービスの

価格

（参考２）

極力規制をなくした

サービス提供の

仕組みの例

（参考１）

他の社会保障制度

（医療・介護・障害）による

サービス提供の仕組み

現行の認可保育所の

サービス提供の仕組み



29

（参考） 他の社会保障制度のサービス提供の仕組み

・市町村に「保育に欠け
る」児童に対する保育の
実施を義務付け

（※地域の保育所の受入能
力がない等やむを得ない場
合は、「その他適切な保
護」で足りるとする例外有
り）

・市町村は自ら保育を実
施(公立保育所)、又は委
託(私立保育所)

･個人に市町村による給付
決定の範囲内のサービス
費用の受給権

･市町村に給付決定の範
囲内のサービス費用の一
定割合の給付義務

･個人に要介護認定の範
囲内のサービス費用の受
給権

･市町村に要介護認定の
範囲内のサービス費用の
一定割合の給付義務

・保険者に患者(被保険
者)に対する療養の給付を
義務付け(現物給付)

・保険者が指定医療機関
に対し、被保険者に対する
保険診療を委託

(1)サービ

ス・給付の
保障

・基準を満たした認可保
育所の中から選択(※定員
を超える場合、市町村が公平
な方法で選考。)

・利用者が市町村へ、入
所希望保育所を記載の
上、申込み

・基準を満たした指定事業
者の中から選択

・利用者が指定事業者と
契約

・基準を満たした指定事業
者の中から選択

・利用者が指定事業者と
契約

・基準を満たした保険医療
機関の中から選択

・患者(被保険者)が保険
医療機関と契約

(3)サービス

の選択

利用方法

(契約関係)

・市町村において、条例
で定める基準により「保育
に欠ける」か否か（サービ
ス対象か否か）、及び、
優先度について判断。
（受入保育所の決定と一
体的実施。）

市町村において、全国統
一の基準に基づく障害程
度区分認定や、障害者を
取り巻く環境等を勘案して、
給付の必要性・給付量を
決定

保険者(市町村)において、
全国統一の基準に基づく
要介護認定により、給付の
必要性・上限量を決定

サービス提供者(診察に当
たる医師)が給付の必要
性・給付量を判断

(2)給付の必

要性・量の
判断

保育（認可保育所）障害(自立支援給付)介護保険医療（療養の給付）
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市町村が保護者から所
得に応じた利用料を徴収

指定事業者が、利用者か
らサービス費用の１割を徴
収（※所得に応じた負担の
上限有り）

指定事業者が、利用者か
ら、サービス費用の１割を
徴収（※所得に応じた負
担の上限有り）

保険医療機関が、患者か
ら、一部負担（被用者本
人については費用の３割
等）を徴収（※所得に応じ
た負担の上限有り）

(6)利用者負

担

･市町村が保育所へ、委
託費（運営費）を支払い。

市町村は利用者に、サー
ビス費用の９割を給付（利
用者補助）。

（※実際の資金の流れとし
ては、指定事業者が利用
者に代理して市町村に請
求・受領。（代理受領））

保険者（市町村）は利用者
に、サービス費用の９割を
給付（利用者補助）。

（※実際の資金の流れとし
ては、指定事業者が利用
者に代理して保険者（市
町村）に請求・受領。（代
理受領））

保険者が(現物給付の委
託先である)保険医療機関
に対し、給付に要する費用
を支払い

（※なお、医療保険の中に
は、療養費払い（償還払
い）も併存。）

(5)給付方法

(補助方式)

公定価格

（※国が地域等に応じ市
町村へ交付する「保育所
運営費負担金」を定めて
いる。）

公定価格

（※国が地域等に応じサー
ビス毎に費用額を定めて
いる。）

公定価格

（※国が地域等に応じサー
ビス毎に費用額を定めて
いる。）

公定価格

（※国が診療行為毎等に
費用額を定めている。）

(4)サービス

の価格

保 育障 害介 護医療（療養の給付）


